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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データ転送を制御するデータ転送制御装置であって、
　１つのデータ単位がＫビット（Ｋは２以上の整数）であり前記Ｋがそのデータフォーマ
ットにより異なるデータが、インターフェースバスに接続されるデバイスから前記インタ
ーフェースバスを介して入力されるインターフェース回路と、
　シリアルバスを介して送信するパケットの生成を行うリンクコントローラとを含み、
　前記リンクコントローラは、
　Ｋビットの前記データに対してＬビット（Ｌは０以上の整数）のダミーデータを付加す
ることで得られる（Ｋ＋Ｌ）ビットのデータが、Ｍ個（Ｍは１以上の整数）ずつ集まった
（Ｎ×Ｉ）バイト（Ｎ、Ｉは１以上の整数）のパック化データを生成するデータフォーマ
ッタと、
　前記Ｍ、Ｎを設定するための設定情報を記憶する内部レジスタと、
　前記データのビット数のカウント処理を行うビットカウンタと、
　前記データのバイト数のカウント処理を行うバイトカウンタと、
　前記シリアルバスを介して送信するパケットとして、前記パック化データがデータフィ
ールドに挿入されるパケットを生成するパケット生成回路とを含み、
　前記データフォーマッタは、
　前記ビットカウンタからのビット数のカウント値と前記バイトカウンタからのバイト数
のカウント値と前記内部レジスタの前記設定情報とに基づいてデコード処理を行って、前
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記ダミーデータを挿入するビット位置を決定し、
　前記インターフェースバスに接続される前記デバイスによりその値が決定される前記Ｋ
に応じて、前記Ｌ及びＭが可変に設定される前記パック化データであり、
　Ｋ＝６、　Ｉ＝１である場合にはＬ＝０、Ｍ＝４、Ｎ＝３となり、或いは
　Ｋ＝７、　Ｉ＝１である場合にはＬ＝１、Ｍ＝２、Ｎ＝２となり、或いは
　Ｋ＝８、　Ｉ＝１である場合にはＬ＝０、Ｍ＝２、Ｎ＝２となり、或いは
　Ｋ＝１０、Ｉ＝１である場合にはＬ＝２、Ｍ＝２、Ｎ＝３となり、或いは
　Ｋ＝１２、Ｉ＝１である場合にはＬ＝０、Ｍ＝２、Ｎ＝３となり、或いは
　Ｋ＝１６、Ｉ＝１である場合にはＬ＝０、Ｍ＝１、Ｎ＝２となり、或いは
　Ｋ＝２４、Ｉ＝１である場合にはＬ＝０、Ｍ＝１、Ｎ＝３となるパック化データを生成
することを特徴とするデータ転送制御装置。
【請求項２】
　データ転送を制御するデータ転送制御装置であって、
　１つのデータ単位がＫビット（Ｋは２以上の整数）であり前記Ｋがそのデータフォーマ
ットにより異なるデータが、インターフェースバスに接続されるデバイスから前記インタ
ーフェースバスを介して入力されるインターフェース回路と、
　シリアルバスを介して送信するパケットの生成を行うリンクコントローラとを含み、
　前記リンクコントローラは、
　Ｋビットの前記データに対してＬビット（Ｌは０以上の整数）のダミーデータを付加す
ることで得られる（Ｋ＋Ｌ）ビットのデータが、Ｍ個（Ｍは１以上の整数）ずつ集まった
（Ｎ×Ｉ）バイト（Ｎ、Ｉは１以上の整数）のパック化データ（但しＫ＝１０の場合には
（Ｋ＋Ｌ）ビットのデータが２個とＫビットのデータが１個ずつ集まったパック化データ
）を生成するデータフォーマッタと、
　前記Ｍ、Ｎを設定するための設定情報を記憶する内部レジスタと、
　前記データのビット数のカウント処理を行うビットカウンタと、
　前記データのバイト数のカウント処理を行うバイトカウンタと、
　前記シリアルバスを介して送信するパケットとして、前記パック化データがデータフィ
ールドに挿入されるパケットを生成するパケット生成回路とを含み、
　前記データフォーマッタは、
　前記ビットカウンタからのビット数のカウント値と前記バイトカウンタからのバイト数
のカウント値と前記内部レジスタの前記設定情報とに基づいてデコード処理を行って、前
記ダミーデータを挿入するビット位置を決定し、
　前記インターフェースバスに接続される前記デバイスによりその値が決定される前記Ｋ
に応じて、前記Ｌ及びＭが可変に設定される前記パック化データであり、
　Ｋ＝６、　Ｉ＝２である場合にはＬ＝０、Ｍ＝８、Ｎ＝３となり、或いは
　Ｋ＝７、　Ｉ＝２である場合にはＬ＝１、Ｍ＝４、Ｎ＝２となり、或いは
　Ｋ＝８、　Ｉ＝２である場合にはＬ＝０、Ｍ＝４、Ｎ＝２となり、或いは
　Ｋ＝１０、Ｉ＝２である場合にはＬ＝１、Ｍ＝３、Ｎ＝２となり、或いは
　Ｋ＝１２、Ｉ＝２である場合にはＬ＝０、Ｍ＝４、Ｎ＝３となり、或いは
　Ｋ＝１６、Ｉ＝２である場合にはＬ＝０、Ｍ＝２、Ｎ＝２となり、或いは
　Ｋ＝２４、Ｉ＝２である場合にはＬ＝０、Ｍ＝２、Ｎ＝３となるパック化データを生成
することを特徴とするデータ転送制御装置。
【請求項３】
　請求項１又は２において、
　Ｎ×８×Ｉ＝（Ｋ＋Ｌ）×Ｍであることを特徴とするデータ転送制御装置。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれかにおいて、
　前記パケット生成回路は、
　前記シリアルバスを介して送信するパケットのヘッダに、前記Ｍ、Ｎを設定するための
設定情報を挿入することを特徴とするデータ転送制御装置。
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【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれかに記載のデータ転送制御装置と、
　前記インターフェースバスを介して前記データ転送制御装置に接続される１又は複数の
デバイスとを含むことを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ転送制御装置及び電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＥＭＩノイズの低減などを目的としたインターフェースとしてＬＶＤＳ（Low Vo
ltage Differential Signaling）などの高速シリアル転送のインターフェースが脚光を浴
びている。この高速シリアル転送では、トランスミッタ回路がシリアル化されたデータを
差動信号（Differential Signals）により送信し、レシーバ回路が差動信号を差動増幅す
ることでデータ転送を実現する。
【０００３】
　一般的な携帯電話は、電話番号入力や文字入力のためのボタンが設けられる第１の機器
部分と、メインＬＣＤ（Liquid Crystal Display ）やサブＬＣＤやカメラ（ＣＣＤ）が
設けられる第２の機器部分と、第１、第２の機器部分を接続するヒンジなどの接続部分に
より構成される。従って、第１の機器部分に設けられる第１の基板と、第２の機器部分に
設けられる第２の基板との間のデータ転送を、差動信号を用いたシリアル転送により行え
ば、接続部分を通る配線の本数を減らすことができ、好都合である。
【０００４】
　ところで、ＣＣＤやＣＭＯＳなどのカメラ（撮像デバイス）から出力されるカメラデー
タには、種々のフォーマットがある。具体的にはＹＵＶ４２２、ＹＵＶ４２０、ＲＧＢ８
８８、ＲＧＢ５６５、ＲＧＢ４４４、ＲＡＷ６、ＲＡＷ７、ＲＡＷ８、ＲＡＷ１０、ＲＡ
Ｗ１２、ＪＰＥＧ８などのフォーマットがある。ここでＹＵＶ４２２及びＹＵＶ４２０は
８ビットのデータ（１つのデータ単位が８ビットのデータ）として入力され、ＲＧＢ８８
８は２４ビット、ＲＧＢ５６５は１６ビット、ＲＧＢ４４４は１２ビットのデータとして
入力される。またＲＡＷ６、ＲＡＷ７、ＲＡＷ８、ＲＡＷ１０、ＲＡＷ１２は、各々、６
、７、８、１０、１２ビットのデータとして入力され、ＪＰＥＧ８は８ビットのデータと
して入力される。従って、カメラデータをパケット化して、カメラが設けられている第２
の機器部分から、ホストデバイスが設けられている第１の機器部分へとシリアル転送する
場合には、これらの多様なフォーマットをサポートできることが望ましい。
【０００５】
　ところが、このような多様なフォーマットのカメラデータをパケット化する場合に、冗
長データのビット数が多くなってしまうと、シリアルバスでのデータ転送量が大きくなっ
てしまう。一方、冗長データのビット数を０にして上述の多様なフォーマットに対応しよ
うとすると、回路規模の増大化などの問題を招く。
【特許文献１】特開２００１－２２２２４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、以上のような技術的課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするとこ
ろは、回路の大規模化を抑えながらも多様なフォーマットのデータの効率的なシリアル転
送を実現できるデータ転送制御装置及びこれを含む電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、データ転送を制御するデータ転送制御装置であって、１つのデータ単位がＫ
ビット（Ｋは２以上の整数）となるデータがインターフェースバスを介して入力されるイ
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ンターフェース回路と、シリアルバスを介して送信するパケットの生成を行うリンクコン
トローラとを含み、前記リンクコントローラは、Ｋビットの前記データに対してＬビット
（Ｌは０以上の整数）のダミーデータを付加することで得られる（Ｋ＋Ｌ）ビットのデー
タが、Ｍ個（Ｍは１以上の整数）ずつ集まった（Ｎ×Ｉ）バイト（Ｎ、Ｉは１以上の整数
）のパック化データを生成するデータフォーマッタと、前記シリアルバスを介して送信す
るパケットとして、前記パック化データがデータフィールドに挿入されるパケットを生成
するパケット生成回路とを含み、前記データフォーマッタは、前記Ｋに応じて前記Ｌ及び
Ｍが可変に設定される前記パック化データを生成するデータ転送制御装置に関係する。
【０００８】
　本発明によれば、Ｋビットのデータに対してＬビットのダミーデータを付加することで
得られる（Ｋ＋Ｌ）ビットのデータが、Ｍ個ずつ集まった（Ｎ×Ｉ）バイトのデータであ
って、Ｋに応じてＬ及びＭが可変に設定されるパック化データが生成される。そしてこの
パック化データが、シリアルバスを介して送信されるパケットのデータフィールドに挿入
（設定）される。このようにＫに応じてパック化データのＬを可変に設定することで、シ
リアルバスでのデータ転送量を低減することが可能になる。またＫに応じてパック化デー
タのＭを可変に設定することで、回路の大規模化を抑えることが可能になる。従って本発
明によれば、回路規模を抑えながらも、多様なフォーマットのデータの効率的なシリアル
転送を実現できるようになる。
【０００９】
　また本発明では、前記データフォーマッタは、Ｋ＝６、Ｉ＝１である場合にはＬ＝０、
Ｍ＝４、Ｎ＝３となり、或いはＫ＝７、Ｉ＝１である場合にはＬ＝１、Ｍ＝２、Ｎ＝２と
なり、或いはＫ＝８、Ｉ＝１である場合にはＬ＝０、Ｍ＝２、Ｎ＝２となり、或いはＫ＝
１０、Ｉ＝１である場合にはＬ＝２、Ｍ＝２、Ｎ＝３となり、或いはＫ＝１２、Ｉ＝１で
ある場合にはＬ＝０、Ｍ＝２、Ｎ＝３となり、或いはＫ＝１６、Ｉ＝１である場合にはＬ
＝０、Ｍ＝１、Ｎ＝２となり、或いはＫ＝２４、Ｉ＝１である場合にはＬ＝０、Ｍ＝１、
Ｎ＝３となるパック化データを生成するようにしてもよい。なおこれら以外のフォーマッ
トを採用してもよい。
【００１０】
　また本発明では、前記データフォーマッタは、Ｋ＝６、Ｉ＝２である場合にはＬ＝０、
Ｍ＝８、Ｎ＝３となり、或いはＫ＝７、Ｉ＝２である場合にはＬ＝１、Ｍ＝４、Ｎ＝２と
なり、或いはＫ＝８、Ｉ＝２である場合にはＬ＝０、Ｍ＝４、Ｎ＝２となり、或いはＫ＝
１０、Ｉ＝２である場合にはＬ＝１、Ｍ＝３、Ｎ＝２となり、或いはＫ＝１２、Ｉ＝２で
ある場合にはＬ＝０、Ｍ＝４、Ｎ＝３となり、或いはＫ＝１６、Ｉ＝２である場合にはＬ
＝０、Ｍ＝２、Ｎ＝２となり、或いはＫ＝２４、Ｉ＝２である場合にはＬ＝０、Ｍ＝２、
Ｎ＝３となるパック化データを生成するようにしてもよい。なおこれら以外のフォーマッ
トを採用してもよい。
【００１１】
　また本発明では、Ｎ×８×Ｉ＝（Ｋ＋Ｌ）×Ｍであってもよい。但し、例外的にＮ×８
×Ｉ＝（Ｋ＋Ｌ）×Ｍとならない場合があってもよい。
【００１２】
　また本発明では、前記パケット生成回路は、前記シリアルバスを介して送信するパケッ
トのヘッダに、前記Ｍ、Ｎを設定するための設定情報を挿入するようにしてもよい。
【００１３】
　このようにすれば、パケットの受信側が行うパック化データのフォーマット変換を容易
化できる。
【００１４】
　また本発明では、前記Ｍ、Ｎを設定するための設定情報を記憶する内部レジスタを含み
、前記データフォーマッタは、前記設定情報に基づいて、前記ダミーデータを挿入するよ
うにしてもよい。
【００１５】
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　このようにすれば、ダミーデータの挿入処理を簡素化できる。なお、データフォーマッ
タは、ビットカウンタでのカウント値やバイトカウンタでのカウント値に基づいて、ダミ
ーデータの挿入位置等を判断できる。
【００１６】
　また本発明は、上記のいずれかに記載のデータ転送制御装置と、前記インターフェース
バスを介して前記データ転送制御装置に接続される１又は複数のデバイスとを含む電子機
器に関係する。
【００１７】
　また本発明は、データ転送を制御するデータ転送制御装置であって、システムバスを介
して接続されるホストデバイスとの間でのインターフェース処理を行うインターフェース
回路と、シリアルバスを介して受信したパケットの解析を行い、１つのデータ単位がＫビ
ット（Ｋは２以上の整数）となるデータを前記インターフェース回路に出力するリンクコ
ントローラとを含み、前記シリアルバスを介して受信したパケットのデータフィールドに
は、Ｋビットの前記データに対してＬビット（Ｌは０以上の整数）のダミーデータを付加
することで得られる（Ｋ＋Ｌ）ビットのデータが、Ｍ個（Ｍは１以上の整数）ずつ集まっ
た（Ｎ×Ｉ）バイト（Ｎ、Ｉは１以上の整数）のデータであって、前記Ｋに応じて前記Ｌ
及びＭが可変に設定されるパック化データが挿入され、前記リンクコントローラは、前記
パック化データからＫビットの前記データを抽出して前記インターフェース回路に出力す
るデータフォーマッタを含むデータ転送制御装置に関係する。
【００１８】
　本発明によれば、Ｋビットのデータに対してＬビットのダミーデータを付加することで
得られる（Ｋ＋Ｌ）ビットのデータが、Ｍ個ずつ集まった（Ｎ×Ｉ）バイトのデータであ
って、Ｋに応じてＬ及びＭが可変に設定されるパック化データが、シリアルバスを介して
受信したパケットのデータフィールドに挿入される。そしてデータフォーマッタは、パケ
ットのデータフィールドに挿入されたこのパック化データから、Ｋビットのデータを抽出
してインターフェース回路に出力する。このようにＫに応じてパック化データのＬが可変
に設定されることで、シリアルバスでのデータ転送量を低減することが可能になる。また
Ｋに応じてパック化データのＭが可変に設定されることで、回路の大規模化を抑えること
が可能になる。従って本発明によれば、回路規模を抑えながらも、多様なフォーマットの
データの効率的なシリアル転送を実現できるようになる。
【００１９】
　また本発明では、パケットに挿入される前記パック化データは、Ｋ＝６、　Ｉ＝１であ
る場合にはＬ＝０、Ｍ＝４、Ｎ＝３となり、或いはＫ＝７、　Ｉ＝１である場合にはＬ＝
１、Ｍ＝２、Ｎ＝２となり、或いはＫ＝８、　Ｉ＝１である場合にはＬ＝０、Ｍ＝２、Ｎ
＝２となり、或いはＫ＝１０、Ｉ＝１である場合にはＬ＝２、Ｍ＝２、Ｎ＝３となり、或
いはＫ＝１２、Ｉ＝１である場合にはＬ＝０、Ｍ＝２、Ｎ＝３となり、或いはＫ＝１６、
Ｉ＝１である場合にはＬ＝０、Ｍ＝１、Ｎ＝２となり、或いはＫ＝２４、Ｉ＝１である場
合にはＬ＝０、Ｍ＝１、Ｎ＝３となるデータであってもよい。なおこれら以外のフォーマ
ットを採用してもよい。
【００２０】
　また本発明では、パケットに挿入される前記パック化データは、Ｋ＝６、　Ｉ＝２であ
る場合にはＬ＝０、Ｍ＝８、Ｎ＝３となり、或いはＫ＝７、　Ｉ＝２である場合にはＬ＝
１、Ｍ＝４、Ｎ＝２となり、或いはＫ＝８、　Ｉ＝２である場合にはＬ＝０、Ｍ＝４、Ｎ
＝２となり、或いはＫ＝１０、Ｉ＝２である場合にはＬ＝１、Ｍ＝３、Ｎ＝２となり、或
いはＫ＝１２、Ｉ＝２である場合にはＬ＝０、Ｍ＝４、Ｎ＝３となり、或いはＫ＝１６、
Ｉ＝２である場合にはＬ＝０、Ｍ＝２、Ｎ＝２となり、或いはＫ＝２４、Ｉ＝２である場
合にはＬ＝０、Ｍ＝２、Ｎ＝３となるデータであってもよい。なおこれら以外のフォーマ
ットを採用してもよい。
【００２１】
　また本発明では、Ｎ×８×Ｉ＝（Ｋ＋Ｌ）×Ｍであってもよい。但し、例外的にＮ×８
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×Ｉ＝（Ｋ＋Ｌ）×Ｍとならない場合があってもよい。
【００２２】
　また本発明では、前記シリアルバスを介して受信したパケットのヘッダには、前記Ｍ、
Ｎを設定するための設定情報が挿入され、前記リンクコントローラは、受信したパケット
のヘッダを解析し、前記設定情報をパケットのヘッダから抽出するパケット解析回路を含
み、前記データフォーマッタは、前記設定情報に基づいて、前記パック化データからＫビ
ットの前記データを抽出するようにしてもよい。
【００２３】
　このようにすれば、パック化データからＫビットのデータを抽出する処理を容易化でき
る。
【００２４】
　また本発明では、前記シリアルバスを介して受信したパケットのヘッダには、前記Ｍ、
Ｎを設定するための設定情報が挿入され、前記リンクコントローラは、受信したパケット
のヘッダを解析し、前記設定情報をパケットのヘッダから抽出するパケット解析回路を含
み、前記データフォーマッタは、前記設定情報に基づいて、前記ダミーデータを削除する
ようにしてもよい。
【００２５】
　このようにすれば、ダミーデータの削除処理を簡素化できる。なお、データフォーマッ
タは、ビットカウンタでのカウント値やバイトカウンタでのカウント値に基づいて、ダミ
ーデータの削除位置等を判断できる。
【００２６】
　また本発明は、上記のいずれかに記載のデータ転送制御装置と、前記システムバスを介
して前記データ転送制御装置に接続される前記ホストデバイスとを含む電子機器に関係す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　以下、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお以下に説明する本実施
形態は特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではなく、本実施
形態で説明される構成の全てが本発明の解決手段として必須であるとは限らない。
【００２８】
　１．システム構成
　図１に本実施形態のデータ転送制御装置（データ転送制御回路）及びそのシステム構成
例を示す。本実施形態では図１のホスト側、ターゲット側のデータ転送制御装置１０、３
０を用いることで、いわゆるシステムバス、インターフェースバス間のブリッジ機能を実
現している。
【００２９】
　なおデータ転送制御装置１０、３０は図１の構成に限定されず、図１の回路ブロックの
一部を省略したり、回路ブロック間の接続形態を変更したり、図１とは異なる回路ブロッ
クを追加してもよい。例えばホスト側データ転送制御装置１０においてトランシーバ２０
の構成を省略したり、ターゲット側データ転送制御装置３０においてトランシーバ４０の
構成を省略してもよい。またデータ転送制御装置３０と表示ドライバ６又はカメラ８（撮
像デバイス、カメラデバイス）は２チップ（半導体チップ）で構成してもよいが、１チッ
プで構成することもできる。ホストデバイス５（システムデバイス）とデータ転送制御装
置１０についても同様に１チップで構成することもできる。
【００３０】
　ホスト（ＴＸ）側データ転送制御装置１０とターゲット（ＲＸ）側データ転送制御装置
３０は、差動信号(differntial signals）のシリアルバスを介してパケット転送を行う。
より具体的には、シリアルバスの差動信号線（differntial signal lines）を電流駆動又
は電圧駆動することによりパケットの送受信を行う。
【００３１】
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　ホスト側データ転送制御装置１０は、ホストデバイス５（ＣＰＵ、ベースバンドエンジ
ン、表示コントローラ等）との間のインターフェース処理を行うインターフェース回路９
２を含む。このインターフェース回路９２はシステムバス（ホストバス）を介してホスト
デバイス５に接続される。システムバスは、ＲＧＢインターフェースバスとして用いたり
、ＭＰＵ(Micro Processor Unit）インターフェースバスとして用いたり、シリアルイン
ターフェースバスとして用いたり、カメラインターフェースバスとして用いることができ
る。ＲＧＢインターフェースバスとして用いる場合には、システムバスは、水平同期信号
、垂直同期信号、クロック信号、データ信号などの信号線を含むことができる。ＭＰＵイ
ンターフェースバスとして用いる場合には、システムバスは、データ信号、リード信号、
ライト信号、アドレス０信号（コマンド／パラメータ識別信号）、チップセレクト信号な
どの信号線を含むことができる。シリアルインターフェースバスとして用いる場合には、
システムバスは、シリアルインターフェース用のチップセレクト信号、リード／ライト信
号、アドレス０信号、データ信号、クロック信号などの信号線を含むことができる。カメ
ラインターフェースバスとして用いる場合には、システムバスは、カメラインターフェー
ス用の水平同期信号、垂直同期信号、クロック信号、データ信号などの信号線を含むこと
ができる。
【００３２】
　ホスト側データ転送制御装置１０は、リンク層の処理を行うリンクコントローラ９０（
リンク層回路）を含む。このリンクコントローラ９０は、シリアルバス（ＬＶＤＳ）を介
してターゲット側データ転送制御装置３０に転送されるパケット（リクエストパケット、
ストリームパケット等）を生成し、生成したパケットを送信する処理を行う。具体的には
、送信トランザクションを起動して、生成したパケットの送信をトランシーバ２０に指示
する。
【００３３】
　ホスト側データ転送制御装置１０は、物理層の処理等を行うトランシーバ２０（ＰＨＹ
）を含む。このトランシーバ２０は、リンクコントローラ９０により指示されたパケット
を、シリアルバスを介してターゲット側データ転送制御装置３０に送信する。またトラン
シーバ２０はターゲット側データ転送制御装置３０からのパケットの受信も行う。この場
合にはリンクコントローラ９０が、受信したパケットを解析して、リンク層（トランザク
ション層）の処理を行う。
【００３４】
　ターゲット側データ転送制御装置３０は、物理層の処理等を行うトランシーバ４０（Ｐ
ＨＹ）を含む。このトランシーバ４０は、シリアルバスを介してホスト側データ転送制御
装置１０からのパケットを受信する。またトランシーバ４０はホスト側データ転送制御装
置１０へのパケットの送信も行う。この場合にはリンクコントローラ１００が、送信する
パケットを生成し、生成したパケットの送信を指示する。
【００３５】
　ターゲット側データ転送制御装置３０はリンクコントローラ１００（リンク層回路）を
含む。このリンクコントローラ１００は、ホスト側データ転送制御装置１０からのパケッ
トの受信処理を行い、受信したパケットを解析するリンク層（トランザクション層）の処
理を行う。
【００３６】
　ターゲット側データ転送制御装置３０は、表示パネル７（ＬＣＤ等）を駆動する表示ド
ライバ６や、カメラ８（広義には１又は複数のデバイス）との間のインターフェース処理
を行うインターフェース回路１１０を含む。このインターフェース回路１１０は、各種の
インターフェース信号を生成し、インターフェースバスを介して表示ドライバ６等に出力
する。またインターフェースバスを介してカメラ８から各種のインターフェース信号を受
ける。このインターフェース回路１１０は、ＲＧＢインターフェース回路、ＭＰＵインタ
ーフェース回路、シリアルインターフェース回路、或いはカメラインターフェース回路（
広義には第１～第Ｎのインターフェース回路）などを含むことができる。
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【００３７】
　ホスト側（ホストデバイス５）のシステムバスがＲＧＢインターフェースバスとして用
いられる場合には、ターゲット側（表示ドライバ６）のインターフェースバスもＲＧＢイ
ンターフェースバスとして用いられる。そしてインターフェース回路１１０（ＲＧＢイン
ターフェース回路）は、ＲＧＢ用のインターフェース信号を生成して表示ドライバ６（広
義にはデバイス）に出力する。またホスト側のシステムバスがＭＰＵインターフェースバ
スとして用いられる場合には、ターゲット側のインターフェースバスもＭＰＵインターフ
ェースバスとして用いられる。そしてインターフェース回路１１０（ＭＰＵインターフェ
ース回路）は、ＭＰＵ用のインターフェース信号を生成して表示ドライバ６に出力する。
またホスト側のシステムバスがカメラインターフェースバスとして用いられる場合には、
ターゲット側のインターフェースバスもカメラインターフェースバスとして用いられる。
そしてターゲット側のインターフェース回路１１０（カメラインターフェース回路）はカ
メラ８からインターフェース信号を受ける。一方、ホスト側のインターフェース回路９２
（カメラインターフェース回路）は、カメラインターフェース信号を生成してホストデバ
イス５に出力する。なおシステムバスとインターフェースバスのインターフェース形式を
異ならせてもよい。
【００３８】
　以上のようなインターフェース回路９２、１１０を設けることで、本実施形態ではホス
ト側のシステムバスとターゲット側のインターフェースバスとの間のバスブリッジ機能を
実現している。
【００３９】
　即ちシステムバスがＲＧＢインターフェースバスとして用いられる場合には、ホストデ
バイス５が出力したＲＧＢインターフェース信号を、差動信号のシリアルバスを介したパ
ケット転送によりターゲット側に伝える。そしてターゲット側のインターフェース回路１
１０が、ホスト側からのＲＧＢインターフェース信号に応じたＲＧＢインターフェース信
号を表示ドライバ６に出力する。またシステムバスがＭＰＵインターフェースバスとして
用いられる場合には、ホストデバイス５が出力したＭＰＵインターフェース信号を、差動
信号のシリアルバスを介したパケット転送によりターゲット側に伝える。そしてターゲッ
ト側のインターフェース回路１１０が、ホスト側からのＭＰＵインターフェース信号に応
じたＭＰＵインターフェース信号を表示ドライバ６に出力する。
【００４０】
　またシステムバスがカメラインターフェースバスとして用いられる場合には、カメラ８
が出力したカメラインターフェース信号（データ信号、垂直同期信号、水平同期信号）を
、差動信号のシリアルバスを介したパケット転送によりターゲット側がホスト側に伝える
。そしてホスト側のインターフェース回路９２が、ターゲット側からのカメラインターフ
ェース信号に応じたカメラインターフェース信号をホストデバイス５に出力する。
【００４１】
　なお図１では、ホストデバイス５が接続されるデータ転送制御装置１０がホスト側（Ｔ
Ｘ）となり、カメラ８が接続されるデータ転送制御装置３０がターゲット側（ＲＸ）にな
っているが、本実施形態はこれに限定されない。例えば図２に示すように、カメラ８が接
続されるデータ転送制御装置３０をホスト側（ＴＸ）にして、ホストデバイス５が接続さ
れるデータ転送制御装置１０をターゲット側（ＲＸ）にしてもよい。
【００４２】
　即ち本実施形態ではホスト側のデータ転送制御装置がクロック生成回路（ＰＬＬ回路）
を有しており、生成されたクロックをターゲット側のデータ転送制御装置に出力する。そ
して図１の場合には、ホスト側のデータ転送制御装置１０は、クロック生成回路により生
成した差動のクロック信号ＣＬＫ＋／－をターゲット側のデータ転送制御装置３０に出力
する。するとターゲット側のデータ転送制御装置３０は、このＣＬＫ＋／－に基づいて差
動のストローブ信号ＳＴＢ＋／－を生成する。そしてターゲット側のデータ転送制御装置
３０は、ＳＴＢ＋／－のエッジ（立ち上がりエッジ又は立ち下がりエッジ）に同期して、
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差動のデータ信号ＤＴＩ＋／－（カメラデータ）を、ホスト側のデータ転送制御装置１０
に出力する。
【００４３】
　一方、図２の場合には、ホスト側のデータ転送制御装置３０は、クロック生成回路によ
り差動のクロック信号ＣＬＫ＋／－を生成する。そしてホスト側のデータ転送制御装置３
０は、ＣＬＫ＋／－のエッジに同期して差動のデータ信号ＤＴＯ＋／－（カメラデータ）
を、ターゲット側のデータ転送制御装置１０に出力する。
【００４４】
　なお差動信号であるＤＴＯ＋／－、ＣＬＫ＋／－、ＤＴＩ＋／－、ＳＴＢ＋／－を用い
たシリアル転送手法については、後述する図１３で詳細に説明する。
【００４５】
　２．カメラデータのフォーマット変換
　ＣＣＤやＣＭＯＳなどのカメラから出力されるカメラデータには、ＹＵＶ４２２、ＹＵ
Ｖ４２０、ＲＧＢ８８８、ＲＧＢ５６５、ＲＧＢ４４４、ＲＡＷ６、ＲＡＷ７、ＲＡＷ８
、ＲＡＷ１０、ＲＡＷ１２、ＪＰＥＧ８などの種々のフォーマットがある。そしてこれら
のフォーマットでは、入力データのデータ単位のビット数が、６、７、８、１０、１２、
１６、２４ビット（広義にはＫビット）というように異なっている。
【００４６】
　ところが、シリアルバスを介して転送されるパケットは、バイト単位又はワード単位（
広義にはＩバイト単位）のデータで構成される。従って、カメラデータをパケット化して
シリアル転送するためには、６、７、８、１０、１２、１６又は２４ビットのカメラデー
タをバイト単位又はワード単位（Ｉバイト単位）のデータにフォーマット変換する必要が
ある。
【００４７】
　このようなフォーマット変換を実現する第１、第２の比較例の手法を図３（Ａ）（Ｂ）
、図４（Ａ）（Ｂ）に示す。図３（Ａ）～図４（Ｂ）は、フォーマット変換の対象となる
データ（カメラデータ）が１０ビット（ＲＡＷ１０）である場合の例である。そして図３
（Ａ）（Ｂ）はこの１０ビット単位のデータをバイト単位のデータに変換する場合の例で
あり、図４（Ａ）（Ｂ）は、１０ビット単位のデータを２バイト単位（ワード単位）のデ
ータに変換する場合の例である。
【００４８】
　なお図３（Ａ）等において、（１０１）は、１個目のデータ（１０ビットデータ）の１
ビット目を意味し、（１０２）は、１個目のデータの２ビット目を意味する。また（２０
１）は、２個目のデータの１ビット目を意味し、（２０２）は、２個目のデータの２ビッ
ト目を意味する。従って、（１０１）～（１１０）は１個目のデータの１～１０ビットを
表し、（２０１）～（２１０）は２個目のデータの１～１０ビットを表すことになる。（
３０１）～（３１０）、（３０１）～（４１０）等も同様である。
【００４９】
　第１の比較例では、図３（Ａ）、図４（Ａ）に示すように、冗長データが挿入されるア
ンパックド（unpacked)のフォーマット変換を行っている。即ち図３（Ａ）では（１０１
）～（１０８）が１個目のバイトデータに設定され、（１０９）、（１１０）と６ビット
の冗長データ（×）が２個目のバイトデータに設定される。また（２０１）～（２０８）
が３個目のバイトデータに設定され、（２０９）、（２１０）と６ビットの冗長データが
４個目のバイトデータに設定される。
【００５０】
　このように第１の比較例では、２個のバイトデータを転送する毎に６ビットの冗長デー
タを転送する必要がある。従ってＶＧＡ画面のデータを転送する毎に、６４０×４８０×
６／８／１０２４＝２２５Ｋバイトの冗長データを転送しなければならなくなる。このた
め、シリアルバスのデータ転送量（トラフィック量）が過大になり、データ転送が非効率
化する。
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【００５１】
　一方、第２の比較例では図３（Ｂ）、図４（Ｂ）に示すように、冗長データが全く挿入
されないパックド(packed)のフォーマット変換を行っている。この第２の比較例では、冗
長データが挿入されないため、第１の比較例に比べるとシリアルバスのデータ転送量を低
減できる。しかしながら、この第２の比較例では、データフォーマッタ（デコード回路）
やカウンタの回路規模が大きくなり、データ転送制御装置の大規模化や処理の繁雑化の問
題を招く。特に、前述した多様なフォーマットの全てをサポートしようとすると、データ
転送制御装置の大規模化や処理の繁雑化の問題は更に深刻になる。
【００５２】
　３．データ転送制御装置の構成例
　以上のような問題を解決する本実施形態のデータ転送制御装置の構成例を図５、図６に
示す。なお図５、図６の回路ブロックの一部を省略したり、回路ブロック間の接続形態を
変更したり、図５、図６とは異なる他の回路ブロックを追加してもよい。
【００５３】
　図５はターゲット側（図２の場合はホスト側）のデータ転送制御装置３０の構成例であ
る。図５において、インターフェース回路１１０はカメラ８（広義にはデバイス）との間
のインターフェース処理を行う。そしてインターフェース回路１１０には、１つのデータ
単位がＫビットとなるデータがインターフェースバスを介して入力される。なお、Ｋは２
（或いは６）以上の整数である。
【００５４】
　具体的にはインターフェース回路１１０には、１つのデータ単位のビット数が６、７、
８、１０、１２、１６又は２４ビット（以下、適宜、６～２４ビットと表記する）となる
カメラデータＣＭＤＡＴが入力される。また垂直同期信号、水平同期信号に相当するＣＭ
ＶＲＥＦ、ＣＭＨＲＥＦや、ＣＭＤＡＴを取り込むためのクロック信号ＣＭＣＬＫＩＮが
入力される。
【００５５】
　図７（Ａ）（Ｂ）にカメラデータが８ビットのＹＵＶフォーマットである場合のＣＭＤ
ＡＴ、ＣＭＶＲＥＦ、ＣＭＨＲＥＦ、ＣＭＣＬＫＩＮの信号波形例を示す。図７（Ａ）に
示すように、ＣＭＶＲＥＦがアクティブ（ハイレベル）になった後、ＣＭＨＲＥＦがアク
ティブになる毎に１ライン分のＣＭＤＡＴがインターフェース回路１１０に入力される。
また図７（Ｂ）に示すようにＣＭＤＡＴはＣＭＣＬＫＩＮの例えば立ち上がりエッジによ
りサンプリングできる。インターフェース回路１１０はこのようにサンプリングされて取
り込まれたデータ（カメラデータ）をリンクコントローラ１００に出力する。なお図７（
Ｃ）（Ｄ）はカメラデータがＪＰＥＧフォーマットである場合の信号波形例である。
【００５６】
　リンクコントローラ１００は、データフォーマッタ３００、ビットカウンタ３１０、バ
イトカウンタ３１２、パケット生成回路３２０、パケットバッファ３３０、内部レジスタ
３５０を含む。なおこれらの一部を省略した構成としてもよい。
【００５７】
　データフォーマッタ３００はデータのフォーマット変換を行う。例えばインターフェー
ス回路１１０から順次入力されるＫビット（６～２４ビット）のデータを受けて、フォー
マット変換を行い、パック化データ（packed data）を生成する。そして生成されたパッ
ク化データを例えば８ビット又は１６ビット（広義にはＩバイト）単位でパケット生成回
路３２０に出力する。
【００５８】
　より具体的にはデータフォーマッタ３００は、Ｋビットのデータ（Ｋビット単位のデー
タ）に対してＬビットのダミーデータを付加することで得られる（Ｋ＋Ｌ）ビットのデー
タが、Ｍ個ずつ集まった（Ｎ×Ｉ）バイトのパック化データを生成する。なおＬは０以上
の整数であり、Ｍは１以上の整数であり、Ｎは１（或いは２）以上の整数である。またＩ
は１以上の整数である。
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【００５９】
　この場合に本実施形態ではデータフォーマッタ３００は、Ｋに応じてＬ及びＭが可変に
設定される（Ｋに応じてＬ及びＭが変化する）パック化データを生成する。またデータフ
ォーマッタ３００は、内部レジスタ３５０に記憶されるＰＣＳ、ＰＷ（Ｍ、Ｎ）の設定情
報に基づき決められるビット位置にダミーデータを挿入する処理を行う。
【００６０】
　図８、図９に、データフォーマッタ３００により生成されるパック化データの例を示す
。図８は、生成されたパック化データを１バイト（８ビット）毎に出力する場合の例であ
り、図９は２バイト（１６ビット）毎に出力する場合の例である。
【００６１】
　図８、図９において、ＤＡＴＡは、Ｋビット単位で入力されるデータ（カメラデータ）
を表す。ＰＷはパック幅（パック化データのサイズ）である。このパック幅ＰＷはＮ×Ｉ
バイトと表すことができ、図８ではＰＷはＮバイトになり、図９ではＰＷはＮ×２バイト
（Ｎワード）になる。またＰＣＳはパック内データ個数（パック化データ内におけるＫビ
ットデータの個数）であり、ＰＣＳ＝Ｍと表すことができる。なお図８、図９におけるダ
ミーデータ（冗長データ）のビット数（個数）はＬと表すことができる。
【００６２】
　図８では、入力データ（カメラデータ）がＫ＝６、７、８、１０、１２、１６、２４ビ
ットである場合に、各々、Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５、Ａ６、Ａ７に示すようなパッ
ク化データが生成される。図９では、入力データがＫ＝６、７、８、１０、１２、１６、
２４ビットである場合に、各々、Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４、Ｂ５、Ｂ６、Ｂ７に示すよう
なパック化データが生成される。そして図８、図９では、入力データのビット数Ｋに応じ
て、ダミーデータのビット数Ｌと、パック内データ個数ＰＣＳに相当するＭ（或いはパッ
ク幅ＰＷに相当するＮ）が可変に変化している。なお図８、図９の詳細については後述す
る。
【００６３】
　データフォーマッタ３００は、データバッファ３０２、ダミーデータ挿入回路３０４を
含む。データバッファ３０２には、Ｋビット（８～２４ビット）単位のデータが入力され
、８ビット又は１６ビット単位でパック化データを出力する。ダミーデータ挿入回路３０
４は、冗長データであるダミーデータの挿入処理を行う。具体的には内部レジスタ３５０
に記憶されるＰＣＳ、ＰＷ（Ｍ、Ｎ）の設定情報に基づき、ダミーデータのビット位置（
データバッファ３０２上のビット位置）を決定（設定）し、そのビット位置にダミーデー
タ（０又は１のデータ）を挿入するための処理を行う。
【００６４】
　ビットカウンタ３１０（ピクセルカウンタ）はデータのビット数のカウント処理を行う
。バイトカウンタ３１２はデータのバイト数のカウント処理を行う。そしてデータフォー
マッタ３００（ダミーデータ挿入回路３０４）は、ビットカウンタ３１０からのビット数
のカウント値や、バイトカウンタ３１２からのバイト数のカウント値や、内部レジスタ３
５０に記憶されるＰＣＳ、ＰＷ（Ｍ、Ｎ）の設定情報などに基づきデコード処理を行い、
ダミーデータを挿入するビット位置を決める。
【００６５】
　パケット生成回路３２０は、シリアルバスを介して送信するパケットの生成を行う。具
体的には、送信するパケットのヘッダを生成し、ヘッダとデータを結合してパケットを組
み立てる。そして生成されたパケットはパケットバッファ３３０に書き込まれて、トラン
シーバ４０に転送される。この場合に、パケットのヘッダの生成はヘッダ生成回路３２２
により行われる。
【００６６】
　そして本実施形態では図１０（Ａ）に示すように、パケット生成回路３２０は、シリア
ルバスを介して送信するパケットとして、データフォーマッタ３００により生成されたパ
ック化データがデータフィールドに挿入（設定）されるパケットを生成する。図１０（Ａ
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）は、入力データのビット数がＫ＝１０であり図８のＡ４に示すパック化データがデータ
フィールドに挿入された場合の例である。
【００６７】
　なおパケットのデータフィールドには、１個のパック化データだけを挿入してもよいし
、複数個のパック化データを挿入してもよい。また図１０（Ａ）は、パケットのデータ幅
が１バイトの場合の例を示しているが、パケットのデータ幅は２バイト以上（Ｉバイト）
であってもよい。パケットのデータ幅を１バイトにする場合には、データフォーマッタ３
００からパケット生成回路３２０に対して、パック化データを１バイト（８ビット）単位
で出力すればよい。この場合には図８のＡ１～Ａ７に示すようなパック化データを用いる
ことになる。一方、パケットのデータ幅を２バイトにする場合には、データフォーマッタ
３００からパケット生成回路３２０に対して、パック化データを２バイト（１６ビット）
単位で出力すればよい。この場合には図９のＢ１～Ｂ７に示すようなパック化データを用
いることになる。
【００６８】
　また図１０（Ｂ）に示すように、パケット生成回路３２０が、パケットのヘッダに、Ｐ
ＣＳ、ＰＷ（Ｍ、Ｎ）を設定するための設定情報を挿入するようにしてもよい。具体的に
は、パケットのヘッダにパック内データ個数ＰＣＳのフィールドと、パック幅ＰＷのフィ
ールドを設ける。そしてこれらのＰＣＳフィールド、ＰＷフィールドに、ＰＣＳの設定情
報とＰＷの設定情報を挿入する。例えば図８のＡ１の場合には、ＰＣＳ＝４、ＰＷ＝２４
の設定情報を、ＰＣＳフィールド、ＰＷフィールドに挿入する。Ａ２の場合には、ＰＣＳ
＝２、ＰＷ＝１６の設定情報を、ＰＣＳフィールド、ＰＷフィールドに挿入する。
【００６９】
　なおパケットのヘッダに挿入する上述の設定情報は、パック内データ個数ＰＣＳやパッ
ク幅ＰＷの値そのものである必要はなく、少なくともＭ、Ｎを設定（特定）できる情報で
あればよい。例えばＰＷの値そのものではなく、Ｎ（或いはＮ×Ｉ）の値を設定情報とし
て用いてもよい。或いは、Ｎの代わりにＬを設定情報として用い、ＭとＬによってＮを特
定するようにしてもよい。
【００７０】
　パケットバッファ３３０は、シリアルバスを介して送信するパケットが書き込まれる送
信用のパケットバッファである。即ちシリアルバスを介して送信するパケットは、パケッ
ト生成回路３２０により生成されてパケットバッファ３３０に書き込まれ、トランシーバ
４０に転送される。このパケットバッファ３３０は、例えばＦＩＦＯ（First In First O
ut）やＲＡＭにより構成できる。なおパケットバッファ３３０をリングバッファ構造とす
ることも可能である。また受信用のパケットバッファをリンクコントローラ１００内に更
に設けてもよい。
【００７１】
　内部レジスタ３５０は各種の制御レジスタやステータスレジスタを含む。この内部レジ
スタ３５０は、ＰＣＳ、ＰＷ（Ｍ、Ｎ）を設定するための設定情報を記憶する。具体的に
は、内部レジスタ３５０はＰＣＳレジスタ３５２とＰＷレジスタ３５４を含み、これらの
各レジスタに、ＰＣＳ、ＰＷの設定情報が記憶される。データフォーマッタ３００は、こ
れらのＰＣＳ、ＰＷに基づきダミーデータの挿入ビット位置を決定する。またパケット生
成回路３２０は、これらのＰＣＳ、ＰＷをパケットのＰＣＳ、ＰＷフィールドに挿入する
。なお、ＰＣＳ、ＰＷ（Ｍ、Ｎ）の設定情報は、シリアルバスを介して相手デバイス（ホ
ストデバイス）から自デバイスに転送して、内部レジスタ３５０に書き込むことができる
。
【００７２】
　図６はホスト側（図２の場合にはターゲット側）のデータ転送制御装置１０の構成例で
ある。図６に示すように、データ転送制御装置１０が含むリンクコントローラ９０は、デ
ータフォーマッタ２００、ビットカウンタ２１０、バイトカウンタ２１２、パケットバッ
ファ２３０、パケット解析回路２４０、内部レジスタ２５０を含む。なおこれらの一部を
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省略する構成としてもよい。
【００７３】
　パケットバッファ２３０は、シリアルバスを介して受信したパケットが書き込まれる受
信用のパケットバッファである。即ちシリアルバスを介してトランシーバ２０が受信した
パケットは、パケットバッファ２３０に書き込まれる。そして、書き込まれたパケットの
データフィールドに設定されたパック化データ（図１０（Ａ）（Ｂ）参照）は、データフ
ォーマッタ２００に出力される。この場合に、パック化データは例えば８ビット又は１６
ビット（Ｉバイト）単位でデータフォーマッタ２００に出力される。
【００７４】
　パケットバッファ２３０は、例えばＦＩＦＯやＲＡＭにより構成できる。なおパケット
バッファ２３０をリングバッファ構造とすることも可能である。またパケットバッファ２
３０をダブルバッファ構成にしたり、送信用のパケットバッファをリンクコントローラ９
０内に更に設けてもよい。
【００７５】
　パケット解析回路２４０は、シリアルバスを介して受信したパケットの解析を行う。具
体的には受信したパケットのヘッダとデータを分離して、ヘッダを抽出する。このヘッダ
の抽出は、ヘッダ抽出回路２４２により行われる。
【００７６】
　例えばパケット解析回路２４０は、ヘッダのパケットタイプフィールドを解析して、受
信したパケットのタイプ（リクエストパケット、レスポンスパケット、アクノリッジパケ
ット）等を判断する。またヘッダの同期信号コードフィールドを解析して、受信したパケ
ットが、同期信号（垂直同期信号、水平同期信号）の生成をインターフェース回路９２に
指示する同期信号コードを含んでいるか否かを判断する。
【００７７】
　例えば図５において、カメラ８が垂直同期信号ＣＭＶＲＥＦを出力した場合には、垂直
同期信号の生成を指示する同期信号コードを含むパケットを、パケット生成回路３２０が
生成する。またカメラ８が水平同期信号ＣＭＨＲＥＦを出力した場合には、水平同期信号
の生成を指示する同期信号コードを含むパケットを生成する。そして生成されたパケット
はシリアルバスを介して転送される。パケット解析回路２４０は、転送されて来たパケッ
トを解析し、垂直同期信号のコードを検出すると、インターフェース回路９２に対して、
垂直同期信号ＳＣＭＶＲＥＦの生成・出力を指示する。また水平同期信号のコードを検出
すると、水平同期信号ＳＣＭＨＲＥＦの生成・出力を指示する。このようにしてインター
フェースバスとシステムバスとの間のバスブリッジ機能が実現される。
【００７８】
　またパケット解析回路２４０は、受信したパケットのヘッダを解析し、ＰＣＳ、ＰＷ（
Ｍ、Ｎ）の設定情報を抽出する。具体的には図１０（Ｂ）に示すようにＰＣＳフィールド
、ＰＷフィールドにＰＣＳ、ＰＷが設定されている場合に、これらのＰＣＳ、ＰＷの情報
を抽出する。
【００７９】
　内部レジスタ２５０は各種の制御レジスタやステータスレジスタを含む。この内部レジ
スタ２５０は、パケット解析回路２４０により抽出されたＰＣＳ、ＰＷ（Ｍ、Ｎ）の設定
情報を記憶する。具体的には、内部レジスタ２５０が含むＰＣＳレジスタ２５２、ＰＷレ
ジスタ２５４が、ＰＣＳ、ＰＷの情報を記憶する。
【００８０】
　図１０（Ａ）（Ｂ）に示すように、シリアルバスを介して受信したパケットのデータフ
ィールドにはパック化データが挿入されている。このパック化データは、Ｋビットのデー
タに対してＬビットのダミーデータを付加することで得られる（Ｋ＋Ｌ）ビットのデータ
が、Ｍ個ずつ集まった（Ｎ×Ｉ）バイトのデータである。そして、Ｋに応じてＬ及びＭ（
或いはＮ）が可変に設定されるデータである。
【００８１】
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　そしてデータフォーマッタ２００（リンクコントローラ９０）は、このパック化データ
からＫビット（６～２４ビット）のデータ（カメラデータ）を抽出してインターフェース
回路９２に出力する。またデータフォーマッタ２００は、内部レジスタ２５０に記憶され
るＰＣＳ、ＰＷ（Ｍ、Ｎ）の設定情報に基づき決められるビット位置から、ダミーデータ
を削除する処理を行う。
【００８２】
　例えば図８のＡ１に示すパック化データがデータフィールドに挿入されていた場合は、
データフォーマッタ２００は、Ｋ＝６ビットのデータ（１１）～（１６）、（２１）～（
２６）、（３１）～（３６）、（４１）～（４６）をパック化データから抽出して、イン
ターフェース回路９２に順次出力する。同様に、図８のＡ２、Ａ３、Ａ４、Ａ５、Ａ６、
Ａ７に示すパック化データが挿入されていた場合は、各々、Ｋ＝７、８、１０、１２、１
６、２４ビットのデータを抽出して、インターフェース回路９２に順次出力する。また図
９のＢ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４、Ｂ５、Ｂ６、Ｂ７に示すパック化データが挿入されていた
場合は、各々、Ｋ＝６、７、８、１０、１２、１６、２４ビットのデータを抽出して、イ
ンターフェース回路９２に順次出力する。
【００８３】
　データフォーマッタ２００は、データバッファ２０２、ダミーデータ削除回路２０４を
含む。データバッファ２０２には、８ビット又は１６ビット単位でパック化データが入力
され、Ｋビット（８～２４ビット）単位のデータを出力する。ダミーデータ削除回路２０
４は、冗長データであるダミーデータの削除処理を行う。具体的には内部レジスタ２５０
に記憶されるＰＣＳ、ＰＷ（Ｍ、Ｎ）の設定情報に基づき、ダミーデータのビット位置（
データバッファ２０２上のビット位置）を決定（設定）し、そのビット位置からダミーデ
ータ（０又は１のデータ）を削除するための処理を行う。
【００８４】
　ビットカウンタ２１０はデータのビット数のカウント処理を行う。バイトカウンタ２１
２はデータのバイト数のカウント処理を行う。そしてデータフォーマッタ２００（ダミー
データ削除回路２０４）は、ビットカウンタ２１０からのビット数のカウント値や、バイ
トカウンタ２１２からのバイト数のカウント値や、内部レジスタ２５０に記憶されるＰＣ
Ｓ、ＰＷ（Ｍ、Ｎ）の設定情報に基づきデコード処理を行い、ダミーデータを削除するビ
ット位置を決める。
【００８５】
　インターフェース回路９２は、データフォーマッタ２００からのＫビット（６～２４ビ
ット）のデータ（カメラデータ）を受ける。そしてこのデータをＳＣＭＤＡＴとしてホス
トデバイス５に出力する。そしてこの際に、図７（Ａ）～（Ｄ）と同様な波形の垂直同期
信号ＳＣＭＶＲＥＦ、水平同期信号ＳＣＭＨＲＥＦ、クロック信号ＳＣＭＣＬＫＩＮをホ
ストデバイス５に出力する。このようにすることで、カメラ８から出力されたＣＭＤＡＴ
、ＣＭＶＲＥＦ、ＣＭＨＲＥＦ等の再生処理が可能になる。
【００８６】
　４．フォーマット変換手法
　次に本実施形態のフォーマット変換手法について詳細に説明する。例えば図８のＡ１で
は、入力されるカメラデータのフォーマットがＲＡＷ６であり、Ｋ＝６ビットのデータ（
１１）～（１６）、（２１）～（２６）、（３１）～（３６）、（４１）～（４６）が入
力される。なお（１１）は１個目のデータ（６ビットデータ）の１ビット目を意味し、（
１２）は１個目のデータの２ビット目を意味する。また（２１）は２個目のデータの１ビ
ット目を意味し、（２２）は２個目のデータの２ビット目を意味する。また（×）はダミ
ーデータ（冗長データ）を意味する。
【００８７】
　そして図８のＡ１のようにビット数Ｋ＝６である場合には、パック幅ＰＷ＝２４、パッ
ク内データ個数ＰＣＳ＝４に設定される。またダミーデータのビット数Ｌ＝０になる。従
ってこの場合には、６ビット（Ｋ＋Ｌビット）のデータがＰＣＳ＝４個（Ｍ個）集まった
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、ＰＷ＝２４ビット（Ｎ＝３）のパック化データが生成される。
【００８８】
　また図８のＡ２ではカメラデータのフォーマットがＲＡＷ７であり、Ｋ＝７ビットのデ
ータ（１１）～（１７）、（２１）～（２７）が入力される。そしてこのようにＫ＝７で
ある場合には、ＰＷ＝１６、ＰＣＳ＝２に設定される。またダミーデータのビット数Ｌ＝
１になる。従ってこの場合には、８ビット（Ｋ＋Ｌビット）のデータがＰＣＳ＝２個（Ｍ
個）集まった、ＰＷ＝１６ビット（Ｎ＝２）のパック化データが生成される。
【００８９】
　なお図８のＡ２の場合には、バイトカウンタのカウント値＝１でありビットカウンタの
カウント値＝８である場合と、バイトカウンタのカウント値＝２でありビットカウンタの
カウント値＝８である場合に、ダミーデータを挿入すればよい。
【００９０】
　また図８のＡ３では、カメラデータのフォーマットがＹＵＶ４２２、ＹＵＶ４２０、Ｒ
ＡＷ８又はＪＰＥＧ８であり、Ｋ＝８ビットのデータ（１１）～（１８）、（２１）～（
２８）が入力される。そしてこのようにＫ＝８である場合には、ＰＷ＝１６、ＰＣＳ＝２
に設定される。またダミーデータのビット数Ｌ＝０になる。従ってこの場合には、８ビッ
ト（Ｋ＋Ｌビット）のデータがＰＣＳ＝２個（Ｍ個）集まった、ＰＷ＝１６ビット（Ｎ＝
２）のパック化データが生成される。
【００９１】
　なお図８のＡ４の場合には、バイトカウンタのカウント値＝２でありビットカウンタの
カウント値＝３、４である場合と、バイトカウンタのカウント値＝３でありビットカウン
タのカウント値＝７、８である場合に、ダミーデータを挿入すればよい。
【００９２】
　また図８のＡ４ではカメラデータのフォーマットがＲＡＷ１０であり、Ｋ＝１０ビット
のデータ（１０１）～（１１０）、（２０１）～（２１０）が入力される。そしてこのよ
うにＫ＝１０である場合には、ＰＷ＝２４、ＰＣＳ＝２に設定される。またダミーデータ
のビット数Ｌ＝２になる。従ってこの場合には、１２ビット（Ｋ＋Ｌビット）のデータが
ＰＣＳ＝２個（Ｍ個）集まった、ＰＷ＝２４ビット（Ｎ＝３バイト）のパック化データが
生成される。図８のＡ５～Ａ７、図９のＢ１～Ｂ７の場合も同様にしてパック化データが
生成される。
【００９３】
　図３（Ａ）、図４（Ａ）に示す第１の比較例では冗長データのビット数が多い。このた
めシリアルバスでのデータ転送量が大きくなってしまうという問題点がある。一方、図３
（Ｂ）、図４（Ｂ）の第２の比較例では冗長データは無いが、全てのフォーマットのカメ
ラデータをサポートしようとすると、データフォーマッタやカウンタが大規模化するとい
う問題点がある。
【００９４】
　これに対して本実施形態の手法では、冗長データは存在するが、そのビット数は第１の
比較例に比べて十分に少ない。従ってシリアルバスでのデータ転送量がそれほど大きくな
らず、データ転送を効率化できる。また、図８、図９に示すように全てのフォーマットの
カメラデータをサポートしようとした場合にも、データフォーマッタやカウンタの回路規
模が、第２の比較例に比べるとそれほど大きくはならない。
【００９５】
　次に図１１（Ａ）～図１２（Ｃ）を用いて、第１、第２の比較例に対する本実施形態の
手法の優位点について説明する。図１１（Ａ）～（Ｃ）は、図８のパック化データが設定
されるパケットの幅（バス幅）が８ビット（Ｉ＝１）である場合の例であり、図１２（Ａ
）～（Ｃ）は、図９のパック化データが設定されるパケットの幅が１６ビット（Ｉ＝２）
である場合の例である。
【００９６】
　そして図１１（Ａ）～図１２（Ｃ）において、Ｎはパック化データのバイト数又はワー
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ド数であり、Ｌは冗長データ（ダミーデータ）のビット数である。またＫは入力データの
ビット数であり、Ｍはパック化データ内にある（Ｋ＋Ｌ）ビットデータの個数である。
【００９７】
　フォーマット変換を行うためには、図１１（Ａ）～図１２（Ｃ）のＮ、Ｍ、Ｋのそれぞ
れをカウントするカウンタ（バイトカウンタ、ビットカウンタ等）が必要になる。ここで
Ｋについては、第１、第２の比較例及び本実施形態で条件は同じである。従って、Ｎ、Ｍ
をカウントするカウンタや、カウンタからのカウント値をマルチプレクスしてデコードす
る回路等が、回路規模を左右する。従って回路規模の削減のためには、Ｎ×Ｍをなるべく
少なくする必要がある。なおＮ／Ｍの組み合わせの数が回路の個数に相当する。
【００９８】
　一方、シリアルバスのデータ転送量を減らすためには、冗長データのビット数であるＬ
を少なくする必要がある。
【００９９】
　従って、データ転送量の低減化と回路の小規模化を両立するためには、Ｎ×Ｍの最小化
と、Ｌの最小化を両立できることが望まれる。
【０１００】
　この点、図１１（Ａ）、図１２（Ａ）の第１の比較例では、Ｍ＝１に固定されている。
従ってＮ×Ｍ（回路規模）については小さくできる。例えばＮ×Ｍの合計を計算すると、
図１１（Ａ）では１２ポイントになり、図１２（Ａ）では８ポイントになる。
【０１０１】
　しかしながらこの第１の比較例では、冗長データのビット数Ｌ（データ転送量）が大き
くなってしまう。例えばＬの合計を計算すると、図１１（Ａ）では１３ビットになり、図
１２（Ａ）では４５ビットになり、非常に大きくなってしまう。
【０１０２】
　また図１１（Ｂ）、図１２（Ｂ）の第２の比較例では、Ｌ＝１に固定されている。従っ
てＬ（データ転送量）については小さくできる。例えばＬの合計を計算すると、図１１（
Ｂ）、図１２（Ｂ）では共に０ビットになる。
【０１０３】
　しかしながらこの第２の比較例では、ＮやＭが大きいため、Ｎ×Ｍ（回路規模）が大き
くなってしまう。例えばＮ×Ｍの合計を計算すると、図１１（Ｂ）では１００ポイントに
なり、図１２（Ｂ）では１９７ポイントになり、非常に大きくなってしまう。
【０１０４】
　これに対して図１１（Ｃ）、図１２（Ｃ）の本実施形態の手法では、Ｋに応じてＬ、Ｍ
を可変に設定している。即ちＫに応じてＬ、Ｍを適正な値に変化させている。
【０１０５】
　より具体的には、Ｉ＝１となる図１１（Ｃ）では、
（１）Ｋ＝６である場合には、Ｌ＝０、Ｍ＝４、Ｎ＝３
（２）Ｋ＝７である場合には、Ｌ＝１、Ｍ＝２、Ｎ＝２
（３）Ｋ＝８である場合には、Ｌ＝０、Ｍ＝２、Ｎ＝２
（４）Ｋ＝１０である場合にはＬ＝２、Ｍ＝２、Ｎ＝３
（５）Ｋ＝１２である場合にはＬ＝０、Ｍ＝２、Ｎ＝３
（６）Ｋ＝１６である場合にはＬ＝０、Ｍ＝１、Ｎ＝２、或いは
（７）Ｋ＝２４である場合にはＬ＝０、Ｍ＝１、Ｎ＝３となるように、
パック化データが生成されている。
【０１０６】
　またＩ＝２となる図１２（Ｃ）では、
（１１）Ｋ＝６、　Ｉ＝２である場合にはＬ＝０、Ｍ＝８、Ｎ＝３
（１２）Ｋ＝７、　Ｉ＝２である場合にはＬ＝１、Ｍ＝４、Ｎ＝２
（１３）Ｋ＝８、　Ｉ＝２である場合にはＬ＝０、Ｍ＝４、Ｎ＝２
（１４）Ｋ＝１０、Ｉ＝２である場合にはＬ＝１、Ｍ＝３、Ｎ＝２
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（１５）Ｋ＝１２、Ｉ＝２である場合にはＬ＝０、Ｍ＝４、Ｎ＝３
（１６）Ｋ＝１６、Ｉ＝２である場合にはＬ＝０、Ｍ＝２、Ｎ＝２、或いは
（１７）Ｋ＝２４、Ｉ＝２である場合にはＬ＝０、Ｍ＝２、Ｎ＝３となるように、
パック化データが生成されている。
【０１０７】
　この場合に本実施形態の手法では、Ｎ×８×Ｉ＝（Ｋ＋Ｌ）×Ｍの式が成立する。例え
ばＩ＝１となる図１１（Ｃ）では、Ｎ×８＝（Ｋ＋Ｌ）×Ｍの式が成立する。またＩ＝２
となる図１２（Ｃ）では、Ｎ×８×２＝（Ｋ＋Ｌ）×Ｍの式が成立する。但し図１２（Ｃ
）のＫ＝１０の場合（上述の（１４）の場合）だけは例外である。
【０１０８】
　なお上述の（１）～（７）、（１１）～（１７）の全てを満たさなくても、（１）～（
７）、（１１）～（１７）の一部だけを満たすようにパック化データを生成してもよい。
即ちＹＵＶ４２２、ＹＵＶ４２０、ＲＧＢ８８８、ＲＧＢ５６５、ＲＧＢ４４４、ＲＡＷ
６、ＲＡＷ７、ＲＡＷ８、ＲＡＷ１０、ＲＡＷ１２、ＪＰＥＧ８の一部のフォーマットだ
けをサポートできるようにしてもよい。
【０１０９】
　以上の本実施形態の手法によれば、図１１（Ｃ）、図１２（Ｃ）から明らかなように、
Ｎ×Ｍ（回路規模）を第２の比較例に比べて小さくできる。例えばＮ×Ｍの合計を計算す
ると、図１１（Ｃ）では３７ポイントになり、図１２（Ｃ）では６８ポイントになる。従
って、Ｎ×Ｍの合計が１００、１９７ポイントになる第２の比較例に比べて、回路規模を
十分に小さくできる。
【０１１０】
　また本実施形態の手法では、冗長データのビット数が第１の比較例に比べて少ないため
、Ｌ（データ転送量）も小さくできる。例えばＬの合計を計算すると、図１１（Ｃ）では
３ビットになり、図１２（Ｃ）では２ビットになる。従って、Ｌの合計が１３、４５ビッ
トになる第１の比較例に比べて、データ転送量を十分に小さくできる。
【０１１１】
　このように本実施形態の手法によれば、Ｎ×Ｍの最小化とＬの最小化を両立できる。従
って、回路規模をそれほど大きくすることなく、多様なフォーマットのデータの効率的な
シリアル転送を実現できるという効果がある。
【０１１２】
　５．差動信号によるデータ転送方式
　次に図１３を用いて本実施形態のシリアル転送手法について説明する。図１３において
ＤＴＯ＋、ＤＴＯ－はホスト側（データ転送制御装置１０）がターゲット側（データ転送
制御装置３０）に出力するデータ（ＯＵＴデータ）である。ＣＬＫ＋、ＣＬＫ－は、ホス
ト側がターゲット側に供給するクロックである。ホスト側はＣＬＫ＋／－のエッジ（例え
ば立ち上がりエッジ。立ち下がりエッジでもよい）に同期してＤＴＯ＋／－を出力する。
従ってターゲット側は、ＣＬＫ＋／－を用いてＤＴＯ＋／－をサンプリングして取り込む
ことができる。更に図１３では、ターゲット側はホスト側から供給されたクロックＣＬＫ
＋／－に基づいて動作する。即ちＣＬＫ＋／－はターゲット側のシステムクロックになる
。このためＰＬＬ（Phase Locked Loop）回路１２は（広義にはクロック生成回路）はホ
スト側に設けられ、ターゲット側には設けられていない。
【０１１３】
　ＤＴＩ＋、ＤＴＩ－はターゲット側がホスト側に出力するデータ（ＩＮデータ）である
。ＳＴＢ＋、ＳＴＢ－は、ターゲット側がホスト側に供給するストローブ（広義にはクロ
ック）である。ターゲット側はホスト側から供給されたＣＬＫ＋／－に基づいてＳＴＢ＋
／－を生成して出力する。そしてターゲット側はＳＴＢ＋／－のエッジ（例えば立ち上が
りエッジ。立ち下がりエッジでもよい）に同期してＤＴＩ＋／－を出力する。従ってホス
ト側は、ＳＴＢ＋／－を用いてＤＴＩ＋／－をサンプリングして取り込むことができる。
【０１１４】
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　ＤＴＯ＋／－、ＣＬＫ＋／－、ＤＴＩ＋／－、ＳＴＢ＋／－の各々は、トランスミッタ
回路（ドライバ回路）がこれらの各々に対応する差動信号線（Differential Signal Line
s）を例えば電流駆動（又は電圧駆動）することにより送信される。なお、より高速な転
送を実現するためには、ＤＴＯ＋／－、ＤＴＩ＋／－の各差動信号線を２ペア以上設けれ
ばよい。
【０１１５】
　ホスト側のトランシーバ２０は、ＯＵＴ転送用（広義にはデータ転送用）、クロック転
送用のトランスミッタ回路２２、２４や、ＩＮ転送用（広義にはデータ転送用）、ストロ
ーブ転送用（広義にはクロック転送用）のレシーバ回路２６、２８を含む。ターゲット側
のトランシーバ４０は、ＯＵＴ転送用、クロック転送用のレシーバ回路４２、４４や、Ｉ
Ｎ転送用、ストローブ転送用のトランスミッタ回路４６、４８を含む。なおこれらの回路
ブロックの一部を含まない構成としてもよい。
【０１１６】
　ＯＵＴ転送用、クロック転送用のトランスミッタ回路２２、２４は、各々、ＤＴＯ＋／
－、ＣＬＫ＋／－の差動信号線を電流駆動することでＤＴＯ＋／－、ＣＬＫ＋／－を送信
する。ＯＵＴ転送用、クロック転送用のレシーバ回路４２、４４は、各々、ＤＴＯ＋／－
、ＣＬＫ＋／－の差動信号線に流れる電流に基づいて電流・電圧変換を行い、電流・電圧
変換により得られた差動電圧信号（第１、第２の電圧信号）の比較処理（差動増幅処理）
を行うことで、ＤＴＯ＋／－、ＣＬＫ＋／－を受信する。
【０１１７】
　ＩＮ転送用、クロック転送用のトランスミッタ回路４６、４８は、各々、ＤＴＩ＋／－
、ＳＴＢ＋／－の差動信号線を電流駆動することでＤＴＩ＋／－、ＳＴＢ＋／－を送信す
る。ＩＮ転送用、ストローブ転送用のレシーバ回路２６、２８は、各々、ＤＴＩ＋／－、
ＳＴＢ＋／－の差動信号線に流れる電流に基づいて電流・電圧変換を行い、電流・電圧変
換により得られた差動電圧信号（第１、第２の電圧信号）の比較処理（差動増幅処理）を
行うことで、ＤＴＩ＋／－、ＳＴＢ＋／－を受信する。
【０１１８】
　６．電子機器
　図１４に本実施形態の電子機器の構成例を示す。この電子機器は本実施形態で説明した
データ転送制御装置５０２、５１２、５１４、５２０、５３０を含む。またベースバンド
エンジン５００（広義には通信デバイス）、アプリケーションエンジン５１０（広義には
プロセッサ）、カメラ５４０（広義には撮像デバイス）、或いはＬＣＤ５５０（広義には
表示デバイス）を含む。なおこれらの一部を省略する構成としてもよい。この構成によれ
ばカメラ機能とＬＣＤ（Liquid Crystal Display）の表示機能を有する携帯電話などを実
現できる。但し本実施形態の電子機器は携帯電話には限定されず、デジタルカメラ、ＰＤ
Ａ、電子手帳、電子辞書、或いは携帯型情報端末など種々の電子機器に適用できる。
【０１１９】
　図１４に示すようにベースバンドエンジン５００に設けられたホスト側のデータ転送制
御装置５０２と、アプリケーションエンジン５１０（グラフィックエンジン）に設けられ
たターゲット側のデータ転送制御装置５１２との間で、本実施形態で説明したシリアル転
送が行われる。またアプリケーションエンジン５１０に設けられたホスト側のデータ転送
制御装置５１４と、カメラインターフェース回路５２２を含むデータ転送制御装置５２０
や、ＬＣＤインターフェース回路５３２を含むデータ転送制御装置５３０との間でも、本
実施形態で説明したシリアル転送が行われる。なおベースバンドエンジン５００とアプリ
ケーションエンジン５１０を同一のハードウェア（ＣＰＵ等）で実現してもよい。
【０１２０】
　図１４の構成によれば、従来の電子機器に比べて、ＥＭＩノイズを低減できる。またデ
ータ転送制御装置の小規模化、省電力化を実現することで、電子機器の更なる省電力化を
図れる。また電子機器が携帯電話である場合には、携帯電話の接続部分（ヒンジ部分）に
通る信号線をシリアル信号線にすることが可能になり、実装の容易化を図れる。
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【０１２１】
　なお、上記のように本実施形態について詳細に説明したが、本発明の新規事項および効
果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは当業者には容易に理解できるで
あろう。従って、このような変形例はすべて本発明の範囲に含まれるものとする。例えば
、明細書又は図面において、少なくとも一度、より広義または同義な異なる用語（デバイ
ス、Ｉバイト等）と共に記載された用語（カメラ・表示ドライバ、８・１６ビット等）は
、明細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換えることができる
。
【０１２２】
　またデータ転送制御装置や電子機器の構成や動作も本実施形態で説明した構成や動作に
限定に限定されず、種々の変形実施が可能である。またフォーマット変換手法も図８、図
１２（Ｃ）等で説明したものに限定されない。例えばＫも６、７、８、１０、１２、１６
、２４に限定されず、Ｉも１、２には限定されない。またカメラデータ以外のフォーマッ
ト変換に本発明の手法を用いることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２３】
【図１】本実施形態のデータ転送制御装置及びそのシステム構成例。
【図２】本実施形態のデータ転送制御装置及びそのシステム構成例。
【図３】図３（Ａ）（Ｂ）は比較例の手法の説明図。
【図４】図４（Ａ）（Ｂ）は比較例の手法の説明図。
【図５】本実施形態のデータ転送制御装置の構成例。
【図６】本実施形態のデータ転送制御装置の構成例。
【図７】図７（Ａ）～（Ｄ）は、カメラインターフェース信号の波形例。
【図８】本実施形態のフォーマット変換手法の説明図。
【図９】本実施形態のフォーマット変換手法の説明図。
【図１０】図１０（Ａ）（Ｂ）は本実施形態で使用されるパケットの説明図。
【図１１】図１１（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）は本実施形態の優位点を説明する図。
【図１２】図１２（Ａ）（Ｂ）（Ｃ）は本実施形態の優位点を説明する図。
【図１３】本実施形態のシリアル転送の説明図。
【図１４】電子機器の構成例。
【符号の説明】
【０１２４】
５　ホストデバイス、６　表示ドライバ、７　表示パネル、８　カメラ、
１０　データ転送制御装置（ホスト側）、２０　トランシーバ、
３０　データ転送制御装置（ターゲット側）、４０　トランシーバ、
９０、１００　リンクコントローラ、９２、１１０　インターフェース回路、
２００　データフォーマッタ、２０２　データバッファ、
２０４　ダミーデータ削除回路、２１０　ビットカウンタ、２１２　バイトカウンタ、
２３０　パケットバッファ、２４０　パケット解析回路、２４２　ヘッダ抽出回路、
２５０　内部レジスタ、２５２　ＰＣＳレジスタ、２５４　ＰＷレジスタ、
３００　データフォーマッタ、３０２　データバッファ、
３０４　ダミーデータ挿入回路、３１０　ビットカウンタ、３１２　バイトカウンタ、
３２０　パケット生成回路、３２２　ヘッダ生成回路、３３０　パケットバッファ、
３５０　内部レジスタ、３５２　ＰＣＳレジスタ、３５４　ＰＷレジスタ、
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